
生駒市規則第５号 

児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 
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児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する

規則の一部を改正する規則 

児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

（昭和６２年４月生駒市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

別表Ａの項中「含む｡)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯」を

加え、同表中「３０，０００円」を「１５，０００円」に、「３０，００１円以上８０

，０００円以下」を「１５，００１円以上４０，０００円以下」に、「８０，００１円

以上１４０，０００円以下」を「４０，００１円以上７０，０００円以下」に、「１４

０，００１円以上２８０，０００円以下」を「７０，００１円以上１８３，０００円以

下」に、「２８０，００１円以上５００，０００円以下」を「１８３，００１円以上４

０３，０００円以下」に、「５００，００１円以上８００，０００円以下」を「４０３

，００１円以上７０３，０００円以下」に、「８００，００１円以上１，１６０，００

０円以下」を「７０３，００１円以上１，０７８，０００円以下」に、「１，１６０，

００１円以上１，６５０，０００円以下」を「１，０７８，００１円以上１，６３２，０

００円以下」に、「１，６５０，００１円以上２，２６０，０００円以下」を「１，６

３２，００１円以上２，３０３，０００円以下」に、「２，２６０，００１円以上３，

０００，０００円以下」を「２，３０３，００１円以上３，１１７，０００円以下」

に、「３，０００，００１円以上３，９６０，０００円以下」を「３，１１７，００１円



以上４，１７３，０００円以下」に、「３，９６０，００１円以上５，０３０，０００

円以下」を「４，１７３，００１円以上５，３３４，０００円以下」に、「５，０３０

，００１円以上６，２７０，０００円以下」を「５，３３４，００１円以上６，６７４，

０００円以下」に、「６，２７０，００１円」を「６，６７４，００１円」に改め、同

表備考第１項中「及び同法附則第５条第３項」を「、同法附則第５条第３項及び第５条

の４第６項」に改め、同表備考第２項中「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべ

き所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成１１年法律第８号）」を削り、

同項第２号中「及び第２項並びに第４１条の２」を「、第２項及び第３項、第４１条の

２、第４１条の１９の２第１項並びに第４１条の１９の３第１項」に改め、同表備考第

３項第３号中「又は身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の１０及

び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の１１に定める施設訓練等支

援費の受給者」を「、法第２４条の２により障害児施設を利用する児童（者）、障害者

自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付の受給者（同法第５条

第５項、第６項、第１３項、第１４項及び第１５項のサービスに限る｡)又は同法附則第

２２条の特定旧法受給者」に改め、同号ウの次に次のように加える。 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

 別表備考第４項第１号ア中「１６，８００円」を「８，４００円」に改め、同号イ中

「分娩費、出産費、助産費等」を「出産育児一時金等」に、「出産給付費」を「出産一

時金」に改め、同項第２号中「出産給付費」を「出産一時金」に、「１６，８００円」

を「８，４００円」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２０年７月１日から適用する。  


